
そ の 他 告 示

型式認定番号 原動機を用いる身体障害者用の車の
名称及び型式 認定を受けた者の氏名及び住所

交 Ｋ25７ ハンドル形電動車椅子
ＢＴ８

株式会社 アテックス
愛媛県松山市衣山１丁目２番５号

交 Ｋ25８ ハンドル形電動車椅子
ＳＨ04

株式会社 アテックス
愛媛県松山市衣山１丁目２番５号

型式認定番号 駆動補助機付自転車の名称及び型式 認定を受けた者の氏名及び住所

交 Ｎ2597 18インチ電動アシスト自転車
ＥＲＷＡＹＡ06

鑫三海株式会社
大阪府堺市堺区浅香山町３丁９番11号

交 Ｎ2598 電動アシスト自転車
ＥＢ21

鑫三海株式会社
大阪府堺市堺区浅香山町３丁９番11号

交 Ｎ2599 カワサキ
ＸＰ030Ｃ

カワサキモータース株式会社
兵庫県明石市川崎町１番１号

交 Ｎ25100 ｓｌｅｄＢＩＫＥＳ 20 ｅＢｉｋ
ｅ
ＳＬＥＢ01

武田産業株式会社
千葉県柏市豊四季339番地39

交 Ｎ25101 ｓｌｅｄＢＩＫＥＳ Ｆｒｏｎｔ
Ｃａｒｇｏ ｅＢｉｋｅ
ＳＬＦＣ01

武田産業株式会社
千葉県柏市豊四季339番地39

交 Ｎ25102 ｓｌｅｄＢＩＫＥＳ Ｌｏｎｇ Ｔ
ａｉｌ ｅＢｉｋｅ
ＳＬＬＴ01

武田産業株式会社
千葉県柏市豊四季339番地39

交 Ｎ25103 ＦＵＭＡ ＣＡＳＨＡ
2509ＪＱＲ06ＥＢ

イエローソウルクリエイション株式会
社
東京都渋谷区神宮前３42７ 青山
大洋ビル１Ｆ

交 Ｎ25104 電動アシスト自転車（ＳＷＩＦＴ
ＨＯＲＳＥ １）
Ｅ ＰＯＷＥＲ ＧＥＮＩＵＳ Ｊ
Ｓ

福田国際株式会社
群馬県前橋市東善町98番地の７

交 Ｎ25105 ｗｉｍｏ電動アシスト自転車
ＷＭ02２

ｗｉｍｏ株式会社
東京都港区芝四丁目５番10号 ＡＣＮ
田町ビル４階

交 Ｎ25106 ｗｉｍｏ電動アシスト自転車
ＷＭ05

ｗｉｍｏ株式会社
東京都港区芝四丁目５番10号 ＡＣＮ
田町ビル４階

交 Ｎ25107 ＴＨＥ ＯＮＥ
ＴＯＢ20

ＴＨＥ ＯＮＥ株式会社
兵庫県神戸市兵庫区南仲町１５ 南
仲ＴＯビル301
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〇 国 家 公 安 委 員 会 告 示 第 四 十 五 号

次 の 公 告 国 際 テ ロ リ ス ト に つ い て 、 国 際 連 合 安 全 保 障 理 事 会 決 議 第 千 二 百 六 十 七 号 等 を 踏 ま え 我 が

国 が 実 施 す る 財 産 の 凍 結 等 に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 平 成 二 十 六 年 法 律 第 百 二 十 四 号 ） 第 六 条 第 一 項 の 規

定 に 基 づ き 、 同 法 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 指 定 の 有 効 期 間 を 延 長 す る の で 、 同 法 第 六 条 第 二 項 に お

い て 準 用 す る 同 法 第 五 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 告 示 す る 。

令 和 七 年 十 二 月 十 二 日 国 家 公 安 委 員 会 委 員 長 赤 間 二 郎

法人その他の団体
１ 名称 新人民軍（New People's Army(NPA)）

指定をした年月日 令和元年12月13日
指定番号 ＤＥ19
延長後の指定の有効期間 令和元年12月13日から令和10年12月12日までの間
指定の有効期間の延長の根拠となる条項 第四条第一項第一号及び同項第二号ハ
その他参考となるべき事項 延長前の指定の有効期間が満了する年月日：令和７年12月12日

２ 名称 アル・シャバーブ（Al‑Shabaab）
指定をした年月日 令和元年12月13日
指定番号 ＤＥ20
延長後の指定の有効期間 令和元年12月13日から令和10年12月12日までの間
指定の有効期間の延長の根拠となる条項 第四条第一項第一号及び同項第二号ハ
その他参考となるべき事項 延長前の指定の有効期間が満了する年月日：令和７年12月12日

３ 名称 ISILシナイ州（ISIL Sinai Province）
指定をした年月日 令和元年12月13日
指定番号 ＤＥ21
延長後の指定の有効期間 令和元年12月13日から令和10年12月12日までの間
指定の有効期間の延長の根拠となる条項 第四条第一項第一号及び同項第二号ハ
その他参考となるべき事項 延長前の指定の有効期間が満了する年月日：令和７年12月12日

４ 名称 マウテ・グループ（The Maute Group）
指定をした年月日 令和元年12月13日
指定番号 ＤＥ23
延長後の指定の有効期間 令和元年12月13日から令和10年12月12日までの間
指定の有効期間の延長の根拠となる条項 第四条第一項第一号及び同項第二号ハ
その他参考となるべき事項 延長前の指定の有効期間が満了する年月日：令和７年12月12日

〇 国 家 公 安 委 員 会 告 示 第 四 十 六 号

道 路 交 通 法 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 五 年 総 理 府 令 第 六 十 号 ） 第 三 十 九 条 の 五 第 三 項 に お い て 準 用 す る 同

規 則 第 三 十 九 条 の 二 第 五 項 の 規 定 に よ り 令 和 七 年 十 一 月 二 十 一 日 付 け を も っ て 次 の と お り 原 動 機 を 用

い る 身 体 障 害 者 用 の 車 の 型 式 認 定 番 号 を 指 定 し た の で 、 原 動 機 を 用 い る 歩 行 補 助 車 等 の 型 式 認 定 の 手

続 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 四 年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 十 九 号 ） 第 十 条 の 規 定 に 基 づ き 告 示 す る 。

令 和 七 年 十 二 月 十 二 日 国 家 公 安 委 員 会 委 員 長 赤 間 二 郎

〇 国 家 公 安 委 員 会 告 示 第 四 十 七 号

道 路 交 通 法 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 五 年 総 理 府 令 第 六 十 号 ） 第 三 十 九 条 の 三 第 三 項 に お い て 準 用 す る 同

規 則 第 三 十 九 条 の 二 第 五 項 の 規 定 に よ り 令 和 七 年 十 一 月 二 十 一 日 付 け を も っ て 次 の と お り 駆 動 補 助 機

付 自 転 車 の 型 式 認 定 番 号 を 指 定 し た の で 、 原 動 機 を 用 い る 歩 行 補 助 車 等 の 型 式 認 定 の 手 続 等 に 関 す る

規 則 （ 平 成 四 年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 十 九 号 ） 第 十 条 の 規 定 に 基 づ き 告 示 す る 。

令 和 七 年 十 二 月 十 二 日 国 家 公 安 委 員 会 委 員 長 赤 間 二 郎
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